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飲料自動販売機設置事業実施要領（自主事業①） 

 

 

1 初芝体育館、初芝野球場 

（ア）貸付期間 

令和 8年 4月 1日から令和 13年 3月 31日 

自動販売機の設置及び撤去に要する期間を含むものとし、指定管理者の指定取消し

等となった場合は、本契約についても解除します。 

 

（イ）設置場所等 

所在地：①～④ 初芝体育館・初芝野球場（堺市東区野尻町 221―4） 

・初芝体育館、初芝野球場（①～④）の貸付については、企画提案書にて提案した金

額を貸付料（年額）とします。ただし、上表の最低貸付料以上とします。使用面積が

上表の基準面積 1．25㎡を上回る場合は 0．1㎡までごとに提案額の 10分の 1を加算

します。基準面積 0．75㎡を下回る場合は提案額の半額とします。貸付料（年額）に

ついては、本市の発行する納入通知書により、その指定する納入期限までに納入して

ください。 

 ・基準面積及び貸付面積は、自動販売機本体の設置に必要な面積であり、使用済み容

器回収ボックスや転倒防止板の面積は含みません。 

 ・密閉式とは缶、ビン、ペットボトルまたは紙パックで密閉された容器とします。 

 ・自動販売機の機種によっては、設置、商品の補充、メンテナンスのための扉開閉や 

通行等に支障がある場合も考えられますので、事前に設置場所の確認をお願いします。 

 ・自動販売機及び使用済み回収ボックスの構造、機能、意匠等の詳細については、本

市と協議が必要です。 

 

 

設置場所 台数 品目 

1台あたりの最低貸付料

【基準面積】 

（税込、年額） 

位置図 

コロネード（屋外） 1台 

清涼飲料水 

（密閉式） 

一部食品可 

17,600円 

【0．75㎡～1．25㎡】 
① 

コロネード（屋外） 1台 
17,600円 

【0．75㎡～1．25㎡】 
② 

2Fロビー（屋内） 1台 
19,800円 

【0．75㎡～1．25㎡】 
③ 

初芝野球場（屋外） 1台 
17,600円 

【0．75㎡～1．25㎡】 
④ 
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2 白鷺公園運動広場 

（ア）使用期間 

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 31 日（指定期間内を上限として、使用期間満

了後も引き続き物件の更新が認められる場合があります。） 

自動販売機の設置及び撤去に要する期間を含むものとし、指定管理者の指定取消し

等となった場合は、当該使用許可についても解除します。 

 

（イ）設置場所等 

  所在地：⑤～⑥ 白鷺公園運動広場（堺市東区白鷺町 1－14） 

設置場所 台数 品目 使用料 位置図 

白鷺公園運動広場 1台 清涼飲料水 

（密閉式） 

一部食品可 

使用面積 1㎡に

つき年 1,000円 

⑤ 

白鷺公園運動広場 1台 ⑥ 

・使用料（年額）は実使用面積の合計（小数点第 3 位切り捨て）に 1，000 円を乗じ

た額（ただし、条例等の改正により、面積単価の改正がある場合があります。）を

本市（公園監理課）の発行する納入通知書により、その指定する納入期限までに納

入してください。 

 ・使用面積には、使用済み容器回収ボックス、転倒防止板、放熱スペース等を含みま

す。 

 ・密閉式とは缶、ビン、ペットボトルまたは紙パックで密閉された容器とします。 

 ・自動販売機の機種によっては、設置、商品の補充、メンテナンスのための扉開閉や 

通行等に支障がある場合も考えられますので、事前に設置場所の確認をお願いしま

す。 

 ・自動販売機及び使用済み回収ボックスの構造、機能、意匠等の詳細については、本

市と協議が必要です。 

 

3 貸付及び使用条件 

①法令の規定により販売について許認可等を要する場合は、その許可を受けてくだ

さい。 

  ②販売品の搬入、廃棄物の搬出等を行う場合は、体育館等利用者の活動に支障のな

いように行ってください。 

③自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡し、若しくは転貸し、又は担保に供し

ないでください。 

  ④施設利用者が水分を補給するために飲料を購入できるようにすることが自動販
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売機の設置目的です。販売品目は、酒類及びアルコールテイスト飲料を除く清涼

飲料水等にしてください。また、利用者のニーズを踏まえ、食品を販売すること

もできます。 

 

4 経費負担 

  ①光熱水費 

事業を実施する場合は、個別メーターを設置し光熱水費を指定管理業務経費とは

別に管理してください。また、指定管理料の積算には当該光熱水費を含むことがで

きませんので、あらかじめ見込まれる光熱水費を自主事業収支計画書に計上してく

ださい。また個別メーターの設置及び維持管理に係る一切の費用も、指定管理者の

負担とします。 

  ②設置運営経費 

   自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用、貸付（使用）部分の清掃、消

毒等の衛生管理、ごみ処理等、貸付（使用）部分の維持管理に伴う経費、その他事

業運営に係る一切の経費は指定管理業務とは別に計上し、指定管理者の自主事業に

よる負担とします。  

 

5 維持管理責任 

  自動販売機の設置にあたっては、次のことを遵守してください。 

  ①自動販売機の設置管理、故障時の対応、商品の補充、金銭管理など自動販売機の

維持管理については、指定管理者が責任を持って行うこと。また、商品の賞味期

限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 

  ②自動販売機の故障や問い合わせ、苦情については、指定管理者の責任において対

応すること。また、故障時の連絡先を自動販売機の見やすい位置に明記すること。 

  ③自動販売機には容器の回収ボックスを併設し、指定管理者において適切に回収、

処理すること。また、回収した容器については、リサイクルに努めること。 

  ④衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、

関係機関等への届出、検査等が必要な場合は、遅滞なく手続きを行うこと。 

  ⑤自動販売機等の設置については、転倒防止措置を講ずるとともに、利用者の安全

確保のため、毎日設置状況を点検し安全の確認をすること。 

  ⑥自動販売機等に異常があった場合は、自動販売機等の撤去など利用者の安全確保

を重視して、適切かつ迅速に対応すること。 

  ⑦事故防止を徹底し、万一事故が発生した場合には、すべて自主事業を行う指定管

理者の責任と負担において対処するとともに、直ちに本市に報告すること。 

  ⑧自動販売機の照明の消灯等節電を行い、省エネに努めること。 
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6 原状回復 

指定期間が満了したとき、または貸付（使用）許可が取り消されたときは、自らの

費用で、本市の指定する期日までに貸付（使用）許可物件を速やかに原状に回復して

ください。 

 

7 損害賠償 

自主事業を行う指定管理者は、その責に帰すべき理由により、使用物件の全部また

は一部を滅失、または棄損したときは、当該滅失または棄損による使用物件の損害額

に相当する金額を損害賠償として支払わなくてはなりません。ただし、使用物件を原

状に回復した場合は、この限りではありません。 

また、公有財産賃貸借契約書、使用許可書及び本実施要領に定める事項を履行しな

いために本市に損害を与えたときは、その損害額に相当する金額を損害賠償として支

払わなくてはなりません。 

 


